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平成２６年労第２号 

平成２６年労第３号 

 

 

主  文 

監督署長が平成○年○月○日付けで再審査請求人に対してした労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）による休業補償給付の支給に関する処分は、これを取

り消す。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、主文同旨の裁

決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、「Ａ」の商号で看板業を営み、同業者同士忙しいときはお互いに手助

けを行う形で仕事をしていた。 

請求人は、平成１８年頃から仕事上の付き合いがあった会社から依頼を受け、

「Ｂ」の作業を手伝っていたが、平成○年○月○日午後９時３０分頃、脚立に乗

って作業を行っていたところ、近くで作業をしていた有限会社Ｃの作業員が使用

するコンクリートカッターが脚立に引っ掛かり、その衝撃で脚立から転落し負傷

した。請求人は救急車でＤ病院に搬送されて「右手舟状骨骨折、眼窩底骨折等」

と診断され、その後、Ｅ病院附属Ｆ病院に転医し療養を続けた。 

請求人は、上記傷病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に対し

て、平成○年○月○日から同月○日まで及び同月○日から平成○年○月○日まで

の休業補償給付をそれぞれ請求したところ、監督署長は、請求人の傷病は業務上

の事由によるものであると認め、給付基礎日額を１１，６５５円としてこれらを

支給する旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分の給付基礎日額を不服として、審査官に審査請求をし

たが、審査請求をした日から３か月を経過しても審査請求についての決定がない

併合 
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ことから、労働者災害補償保険法第３８条第２項の規定に基づき、審査官の決定

を経ないで、それぞれ本件再審査請求（平成２６年労第２号及び同第３号）に及

んだものである。 

当審査会は、上記２件の各再審査請求について、併合して審理を行う必要があ

ると認め、労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和３１年法律第１２６号）

第５０条において準用する同法第１４条の２の規定によりこれらを併合した。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、休業補償給付の支給に関する処分における給付基礎日額が監督署

長において算出した１１，６５５円を超えるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

   （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人らは、請求人の給付基礎日額の算定に当たっては、請求人が実際に作

業を行った時間外労働及び深夜労働を含めて算定し直すべき旨主張するが、請

求人が、給付基礎日額の算定期間となる３か月間の就労日において、いずれの

日にどの程度の時間外労働や深夜労働を行ったかについての具体的な主張は行

っていない。 

（２）この点、請求人が就労した１２日間について作業表を精査すると、請求人を

含め、臨時的に雇用された労働者の労働時間については下線を引くなどの方法

により明記されており、当審査会としては、同記述の信憑性は高いものと判断

する。 

そこで、同記述内容に沿って、請求人の各日の労働時間及び本来支払われる

べき賃金を検討すると、以下のとおりである。 

ア 日額２１,０００円を支払われている請求人の労働時間の多くは、午前８時
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から午後５時までとされており、昼休憩を取っている事実も認められること

から、休憩時間１時間を除く８時間労働に対して同額が支払われていると判

断することが相当であり、したがって、請求人の１時間あたりの賃金額（以

下「時間給」という。）は２,６２５円であったと判断できるものである。 

イ 請求人の時間給が上記のとおりであるとすると、深夜労働に対する時間給

の単価は、２，６２５円×１．２５の計算により、３,２８１円となる。なお、

作業表による限り、請求人は、深夜の時間帯を含め、８時間を超えて労働に

従事した日は認められないことから、時間外労働時間を加味する必要はない

ものと思料し、また、深夜時間帯を含めて６時間を超えて労働に従事してい

る日について、休憩時間を取得したという申述等は認められないことから、

同時間帯の労働については休憩時間はなかったものと判断する。 

ウ 以上の考えから、請求人が深夜労働に従事した日について、本来支払われ

るべき賃金額と実際に支払われた賃金額を比較対照すると、以下のとおりで

ある。 

 労働に従事し

た時間 

労働時間数

（うち深夜労

働時間数） 

支払われるべ

き賃金 

実際に支払わ

れた賃金 

○月○日 午後１０時３

０分～午前２

時３０分 

４時間（４時

間） 

１３，１２４円

（３，２８１円

×４時間） 

１２，６００円 

○月○日 午後９時３０

分～午前２時 

４時間３０分

（４時間） 

１４，４３７円

（３,２８１円

×４時間＋１,

３１３円） 

１０,５００円 

○月○日 午後９時～午

前３時３０分 

６時間３０分 

（５時間３０

分） 

２０,６７１円

（３,２８１円

×５．５時間＋

２,６２５円） 

２１，０００円 

○月○日 午後９時～午

前３時３０分 

６時間３０分 

（５時間３０

２０,６７１円

（３,２８１円

２１，０００円 
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分） ×５．５時間＋

２,６２５円） 

○月○日 

 

 

午後９時～午

前３時３０分 

 

６時間３０分 

（５時間３０ 

分） 

２０,６７１円

（３,２８１円 

×５．５時間＋ 

２１，０００円 

 

 

   ２，６２５円）  

エ 以上のとおり、平成○年○月○日と同年○月○日の労働日については、実

際に支払われた賃金額が、本来支払われるべき賃金額を下回っている事実が

確認できる。 

（３）ところで、労災保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）第１２条の平均賃金に相当する額とすることと

され、同法第１２条第１項において、平均賃金は、原則として、これを算定す

べき事由の発生した日以前３か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日

数で除して算定することとされている。この場合の「支払われた賃金の総額」

とは、現実に既に支払われている賃金に限らず、実際に支払われていないもの

であって、算定事由発生日において、既に債権として確定している賃金をも含

むと解すべきであるとされていることからすると、給付基礎日額の算定に当た

っては、会社が支払いを証明した資料のみに基づき算定するのではなく、実際

に支払われていないものであっても、賃金債権として確定しているものがあれ

ば、これらを含めた賃金額を基に給付基礎日額を算定すべきである。 

（４）本件においては、上記（２）でみたように、賃金額に不足額が認められ、こ

の不足額については未払いであるものの、既に賃金債権として確定しているも

のとみるべきであるから、この金額を含めて給付基礎日額を算定すべきである。 

（５）以上からすると、算定されるべき給付基礎日額は、監督署長が算定した１１，

６５５円を超えることは明らかである。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした請求人の給付基礎日

額を１１，６５５円として算出した額による休業補償給付を支給するとした処分

は失当であり、取消しを免れないものである。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


